
「コピーワンス」等、著作権保護の運用見直しに関する検討体制について

○ 第２次中間答申を受け、「著作権の保護」及び「視聴者の利便の向上」の双方に配意し
つつ、「コピーワンス」等、著作権保護の運用の見直しを進めるため、放送事業者及び
メーカーによる検討の場を設置。
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共同で検討する場を設置

（コンテンツ保護運用に関する合同検討委員会）
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